
市町村合併と地域福祉計画策定  

伊賀市高齢障害課 田中克典  

Ⅰ 市の概要と自治基本条例について  

6市町村が合併（平成16年11月1日）  

伊賀流自治のしくみ→市自治基本条例  

Ⅱ 市の地域福祉計画の特徴   

1，市町村合併と地域福祉推進  

2，市民参加と計画策定  

3，他計画との関係  

総合計画一地域福祉計画一分野別計画（高齢、障害、児童など）  

4，市（行政）と社会福祉協議会の協働  

Ⅲ 計画の内容   

1，計画の考え方  

伊賀流地域福祉  

地域福祉五道  

地域圏域五層  

2，計画の体系  

理念一→ 5つの柱【大項目】  

（基本）施策→方針【中項目】や事業【小項目】   





目的  
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伊賀市地域梱祉計画   
策定香旦会（2 3 名）   

尋き■金代凄モ毒FIま策カ≡畢■‖こ！   

市    民  

・デー一丁号り司き■l会  
≪策定検書寸委■会：：診  
（租当部煉j■）  

総務部  
企画1】東邦．都  
人権政策部  
疇簗：脊梁■余  
生富者河■珂ヒ都  
産業蝮興部  
健魔手■祉都  
各支刑■康裾■祉一翼  

社会手i■祉協議会  

（〇手■祉「さまちづく り二重11会  

②割■ね上サーピ■スニ叢王1会  

（3）イ蓋托重力ロ委■会  

（左）1森佃的場■会  ＝′ロジェニク■ ト金臓   
（一興イモ喪）  

企画梗興部  
人ホ■政策部  
教育垂1余  
生清澤■療部  
雇E業ま！菱井部  
例■康幸占祉都  
各支所1声■康幸■祉一興  

毒土会†■祉協精舎  

参 加   
≪市民参カロ≫  

フ，：ンーケート・書書初■会  

ニコ＿－一．ス レターーー♂J亨善子サ  

ートロ打の愛称段幕  
ノくっ′リ ックコメント  
タウンミーティンク‘  
倒■ホまつり、l切■書■F運■【月  

出■■  
（作業部会）  
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其ノー 地域の個性をまちンくりに   

平成16年に合併した伊賀市においては、これから、市民としての一体感（協力し合う気持ち）を育  

ぢとともに、一方で合併したすべてのまちが画一的（いわゆるみんな同じ）ではなく、地域の個性を生  

かしたまちづくりも必要です。   

地域福祉計画では、市民の参加を得て、伊賀市全体としてどのような「福祉のまち」をめざすのか、そのた  
めには市民・事業者・社協・市がどのような役割を担うのかが善かれています。それを受けて、「住民自治協議会」※  

で策定される「地域まちづくり計画」で、地区の現状に合わせた具体的な地域の取り組みが行われます。   
なお、「地域まちづくり計画」の内容は、市の総合計画に反映されます。  

索「住民貞治協議会」1ま、「伊賀市自治基本条例」に碁づき投置される、地域の意思決定や事務■管理を行う錮縫です。  

其ノニ 地域福緑か3なくそれぞれのしあわせ  

「地域福祉計画」は、障がいのある人や高齢者、子どもなどといった限定的な福祉の分野にとどま  
ることなく、それらを横断して共通する地域生活の課甥（ボランティアの推進・相談・情報・生活支援・  

安全・人権・市民参カロ・協働など）に対して、取り組みや連携の仕方などを定めている、社会福祉の基  
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安住の地域づくり  

ら基本白樺う  ㌦♪Ⅳノ、∨■▲▼ノ▲● ノ∧′・▼1∧Vh′笹・～仙一汗‥一〆  
安心して書らせるための  

福祉サービスの推進  

「安」というキーワードには、「安心」ほ全」という理念  
のほか、できるだけ市矧こ経済的な負担をかけない「安価」、  
高齢者や障害のある人、児iといった制度の擬制Pで考え  
るのではなく、生活辞題をもつすべて人にとって使いやす  
い、暮らしやすいという考え方、いわゆる「ユニバーサル  
デザイン」の意味での「安易」という理念があります。そし  

て、伊賀市を「安住」の地として「安らぎ」を持って暮らし  
ていけるまちにしたいという思いが込められているのです。  
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